
　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
に
納

め
て
い
た
だ
く
保
険
料
を
財
源
の
一
部
と
し
て
、

給
付
を
賄
っ
て
い
ま
す
。

　

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
誰
も
が
安
心

し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
保
険

料
は
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
介
護
保
険
の
財
源

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に

必
要
な
費
用
は
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
１
割
も

し
く
は
２
割
分
を
自
己
負
担
し
、
残
り
の
費
用

の
う
ち
、
50
％
は
公
費
（
国
、
県
、
市
）
に
よ
り
、

残
り
の
50
％
は
み
な
さ
ん
が
納
め
て
い
る
保
険

料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
財
源
は
、
社
会
全
体
の
年
齢
別

人
口
の
増
減
に
よ
り
、
第
１
号
被
保
険
者
（
65

歳
以
上
の
方
）
が
納
め
る
保
険
料
は
そ
の
22
％
、

第
２
号
被
保
険
者
（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
）

の
保
険
料
は
28
％
の
負
担
割
合
と
な
っ
て
い
ま

す
。

◆
平
成
28
年
度
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
料
は
27
年
度
か
ら
29
年
度
（
第
６

期
介
護
保
険
事
業
計
画
）
の
３
年
間
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
見
込
み
な
ど
に
よ
り
算
出
し
、
一
人

当
た
り
の
平
均
的
な
保
険
料
額
（
基
準
額
）
を

定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
基
準
額
か
ら
、
ご
本
人
の
所
得
や
世
帯
の
課

税
状
況
に
応
じ
て
、
保
険
料
を
段
階
的
に
調
整
す
る

こ
と
で
、
所
得
の
低
い
方
の
負
担
が
大
き
く
な
ら
な

い
よ
う
に
保
険
料
が
決
め
ら
れ
ま
す
。

◆
介
護
保
険
料
の
納
め
方

　

介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
）
と
普
通
徴
収
の
２
種
類
に
分
か
れ
ま
す
。

※
個
人
の
希
望
に
よ
る
納
め
方
の
選
択
は
で
き
ま
せ

ん
。

○
特
別
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方
は
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の
年
額
が
年
金
の
支
払
月（
年

６
回
）
に
分
け
て
天
引
き
さ
れ
、
４
、６
月
分
は
年

間
保
険
料
確
定
前
の
た
め
、
前
年
度
の
２
月
と
同
額

を
仮
徴
収
し
ま
す
。
ま
た
、
年
間
保
険
料
が
確
定
後
、

８
月
分
よ
り
残
り
の
保
険
料
額
を
調
整
し
ま
す
。

※
特
別
徴
収
対
象
と
な
る
の
は
、老
齢（
退
職
）年
金
、

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
で
す
。

○
普
通
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
方
は
、
直
接
納
付
か

口
座
振
替
で
個
別
に
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
市

か
ら
送
付
す
る
納
付
書
や
口
座
振
替
で
、
期
日
ま
で

に
金
融
機
関
な
ど
を
通
じ
て
納
め
ま
す
。
た
だ
し
、

特
別
徴
収
に
な
る
ま
で
は
、
年
金
の
年
額
が
18
万
円

以
上
で
あ
っ
て
も
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

合
計
所
得
金
額

　

実
際
の
収
入
か
ら
必
要
経
費
相
当
分
を
差
し
引
い
た
金
額

　
（
扶
養
控
除
や
医
療
費
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
す
る
前
の
金
額
）

課
税
年
金

　

課
税
の
対
象
と
な
り
源
泉
徴
収
票
が
交
付
さ
れ
る
年
金

　
（
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

基準額 6,840 円（月額） ÷ 12 か月
本市の介護サービス総費用×第１号被保険者負担分（22％）

本市の第１号被保険者数（65 歳以上の方）
＝

高
齢
介
護
課　

28
・
６
０
２
５

所得段階 対象者 基準額
割合

保険料額
（年額）

第 1段階

○生活保護受給の方
○老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税
　非課税 0.45 36,900 円

世帯全員が市
民税非課税 本人の前年の

合計所得金額
と課税年金収
入額の合計

80 万円以下

第 2段階 80 万円超
120 万円以下 0.75 61,600 円

第 3段階 120 万円超

第 4段階 本人が市民税
非課税で、世
帯の誰かが市
民税課税

80 万円以下 0.90 73,900 円

第 5段階
（基準） 80 万円超 1.00 82,100 円

第 6段階

本人が市民税
課税

本人の前年の
合計所得金額

120 万円未満 1.20 98,500 円

第 7段階 120 万円以上
190 万円未満 1.30 106,700 円

第 8段階 190 万円以上
290 万円未満 1.50 123,100 円

第 9段階 290 万円以上
400 万円未満 1.70 139,500 円

第 10 段階 400 万円以上 1.75 143,600 円

※表の保険料額（年額）は 100 円未満の額を四捨五入した額です。


